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１ 個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例

１ 制定の理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正及び行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条第１項に規定する準法定事

務及び準法定事務処理者を定める命令等の制定により、同法別表に定める個人番号利用事務（保有す

る特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人

番号を利用して処理する事務をいう。以下同じ。）に準ずるものとして準法定事務が定められたこと等

に伴い、個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例に定める個人番号利用事務から準法定

事務と重複する事務を削除する等所要の整備を行う。

２ 制定の概要

(1) 知事が個人番号を利用することができる事務から、次に掲げる事務を削除する（別表第１関係）。

ア 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは

進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

イ 特定不妊治療（体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。）に要する費用に係る助成金の

支給に関する事務であって規則で定めるもの

ウ 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金

の支給に関する事務（以下「高等学校等支援金支給事務」という。）であって規則で定めるもの

(2) 教育委員会が個人番号を利用することができる事務から、次に掲げる事務を削除する（別表第１

関係）。

ア 高等学校等支援金支給事務であって規則で定めるもの

イ 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校における専攻科の生徒に対する修学のための支援金

の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 知事がその保有する特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。以下同じ。）を利

用することができる場合から、次の表の左欄に掲げる事務を処理するために同表の右欄に掲げる特

定個人情報を利用する場合を削除する（別表第２関係）。

事務 特定個人情報

生活保護法による保護の決定及

び実施又は徴収金の徴収に関す

る事務であって規則で定めるも

の

身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保

健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの
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(1)アに掲げる事務 災害救助法による救助若しくは扶助金の支給に関する

情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療

育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情

報、障害者関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手

当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資

金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別

児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等の支給に

関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者

手当の支給に関する情報、労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律による職業転換給付金の支給に関する情報、国

民年金法等の一部を改正する法律の福祉手当の支給に

関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、

一時金、一時帰国旅費若しくは中国残留邦人等支援給

付等の支給に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律による手当等の支給に関する情報、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律による自立支援給付の支給に関する情報又は難

病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療

費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(1)ウに掲げる事務 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は就学

支援金関係情報であって規則で定めるもの

(4) 教育委員会がその保有する特定個人情報を利用することができる場合から、次の表の左欄に掲げ

る事務を処理するために同表の右欄に掲げる特定個人情報を利用する場合を削除する（別表第２関

係）。

事務 特定個人情報

(2)アに掲げる事務 就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

(2)イに掲げる事務 就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

(5) 教育委員会が特定個人情報を提供することができる場合から、知事が次の表の左欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の右欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合を削除する（別表第

３関係）。
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事務 特定個人情報

(1)アに掲げる事務 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支

援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

又は学校保健安全法による医療に要する費用について

の援助に関する情報であって規則で定めるもの

(1)ウに掲げる事務 就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

(6) 知事が特定個人情報を提供することができる場合から、教育委員会が次の表の左欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の右欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合を削除する（別表第

３関係）。

事務 特定個人情報

(2)アに掲げる事務 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は就学

支援金関係情報であって規則で定めるもの

(2)イに掲げる事務 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は就学

支援金関係情報であって規則で定めるもの

(7) その他規定の整備を行う（別表第１から別表第３まで関係）。

３ 施行期日

公布の日
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２ 兵庫県税条例の一部を改正する条例

１ 制定の理由

「ひょうご経済・雇用戦略」に掲げる「持続可能な地域経済の確立と雇用の創出・安定」の実現に

向け、産業構造を改革し競争力を強める施策及び将来を見据えた革新的な施策を重点的に推進するた

め、法人事業税の超過課税の実施期間を５年間延長する等、所要の整備を行うため、この条例を制定

しようとする。

２ 制定の概要

(1) 法人事業税の超過課税の実施期間を令和13年３月11日（現行令和８年３月11日）までに終了する

事業年度分まで５年間延長する（附則第38条関係）。

(2) 外形標準課税の対象法人の要件が見直されたこと及び(1)に伴い、中小法人等に対する事業税の不

均一課税に係る規定に関して、超過課税の対象外とされるための収入金額要件について所要の整備

を行うとともに、規定の整備を行う（附則第39条関係）。

（参考）

対 象 法 人

次のいずれかに該当する法⼈
①資本金の額又は出資金の額が 1億円を超える法人

②課税標準となる所得が年 7,000万円を超える法人

③課税標準となる収入金額が年 5.6億円を超える法人

超 過 税 率 標準税率の 1.05倍

３ 施行期日

公布の日
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３ 県民緑税条例の一部を改正する条例

１ 制定の理由

近年、豪雨等による気象災害の頻発化や夏季の異常高温の常態化など気候変動による影響が深刻化す

る中、手入れ不足の森林の増加に伴う災害リスクの増大が懸念されている。また、都市部においては、

目標とする緑地割合が達成されておらず、依然として緑が不足している。これらの状況を踏まえ、森林

の防災機能を強化する災害に強い森づくりや、都市の環境改善及び防災性向上を図るまちなみ緑化を引

き続き計画的に進めていく必要があることから、県民緑税の実施期間を５年間延長するため、この条例

を制定しようとする。

２ 制定の概要

(1) 個人の県民税の均等割の超過課税の実施期間を令和12年度分（現行令和７年度分）まで５年間延長

する。

(2) 法人の県民税の均等割の超過課税の実施期間を令和13年３月31日（現行令和８年３月31日）までに

開始する事業年度分まで５年間延長する。

（参考）

納税義務者
個 人

１月１日現在で県内に住所等を有する人

（均等割が課税されない人は対象外）

法 人 県内に事務所、事業所等を有する法人等

超過税率

（年額）

個 人 ８００円

法 人 超過税率は標準税率の均等割額の 10％相当額

３ 施行期日

公布の日
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４ 青野運動公苑用地等の処分

青野運動公苑用地等を次のとおり処分しようとする。

１ 処分しようとする物件の表示

土 地：加西市油谷町字林ノ谷490番１ ほか141筆

面 積：1,541,461.29平方メートル

建 物：クラブハウスほか21棟

延床面積：9,096.63平方メートル

２ 処分予定価格

482,484,400円

３ 処分の相手方

神奈川県横浜市保土ケ谷区星川三丁目20番５号

ニホンターフメンテナンス株式会社

代表取締役 清水 克巳
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